
新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口貸付資金・総合支援資金（特例貸付） 

 

＜借入申込ができる方＞ ※下表のすべての項目に該当する方が申込できます。 
 

 項          目 該当チェック 

① 自分もしくは家族が新型コロナウイルス感染症の影響で減収した。 □ 

② 北区に住民登録をし、かつ、住民登録した住所に居住している。 □ 

③ 
外国籍の方の場合 

在留期間が無期限、または在留期間満了まで 1年以内だが今後更新の予定がある。 
□ 

④ 20歳以上である。もしくは、20歳未満だが婚姻している。 
□ 

  20歳未満の場合、親権者または後見人が法定代理人となることができる。 

⑤ 生計中心者である。  □ 

⑥ 
自分もしくは同一生計の家族が、北区及び他の地域、道府県で今回と同じ新型コロナ

ウイルス感染症の影響による特例貸付を受けていない。 
□ 

⑦ 同居の家族に、公務員、社会福祉協議会職員がいない。 □ 

⑧ 生活保護を受けていない。生活保護申請中ではない。 □ 

★該当しない項目がある方は、別にご相談ください。 


